
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
五
十
九
号 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

（
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

一
―
五
十
九 

（
略
） 

六
十 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成 

等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号

）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

㈠ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
（
変
更

後
の
造
成
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の
に
限
る
。
） 

（
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

一
―
五
十
九 

（
略
） 

六
十 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基

づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り 

㈡ 

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
試
掘

等
の
許
可
及
び
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
供
与 

㈢ 

第
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造

成
に
関
す
る
工
事
の
許
可
（
造
成
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

㈣ 

第
八
条
第
二
項
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
不
許
可
（
造
成
面 

積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。

）
㈤ 

第
八
条
第
三
項
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

条
件
の
付
加
（
㈢
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も

の
に
限
る
。
㈧
、
㈨
及
び

に
お
い
て
同
じ
。

）
㈥ 

第
十
条
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
又

は
不
許
可
の
通
知
（
㈢
に
規
定
す
る
許
可
又
は 

㈣
に
規
定
す
る
不
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
㈦ 

第
十
一
条
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
協
議

（
造
成
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
に
限
る
。
） 

㈧ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可 



㈡ 

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変

更
の
届
出
の
受
理
（
当
該
建
設
事
務
所
の
長
が

行
っ
た
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
に
係
る
許
可

に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
） 

㈢ 
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事

の
変
更
の
協
議
（
変
更
後
の
造
成
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

㈣
―

 

（
略
） 

㈨ 

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変

更
の
届
出
の
受
理 

      

㈩
―

 

（
略
） 

六
十
一 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
広
島
県
規
則
第
五

十
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
改
正

前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十

八
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
知
事

の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
中
止
等
の
届
出

の
受
理
（
当
該
建
設
事
務
所
の
長
が
行
っ
た
宅

地
造
成
に
関
す
る
工
事
に
係
る
許
可
又
は
前
号

㈨
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

㈣ 

（
略
） 

六
十
一 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
（
昭
和
三

十
八
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
知

事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

    

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
中
止
等
の
届
出

の
受
理
（
第
六
十
号
㈢
に
規
定
す
る
許
可
又
は 

 

同
号

に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。 

 
） 

㈣ 
（
略
） 

六
十
一
の
二 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ

く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
造

成
面
積
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限

る
。
） 

㈠ 

第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
宅
地

造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可 

㈡ 

第
十
二
条
第
三
項
（
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
条
件
の
付
加 

㈢ 

第
十
二
条
第
四
項
（
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
関
係
市
町
長
へ
の
通
知
（
第
十
二
条
第
四
項

後
段
（
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る 

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
除
く
。 

） 

㈣ 

第
十
四
条
第
二
項
（
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
許
可
証
の
交
付
又
は
不
許
可
の
通
知 

㈤ 

第
十
五
条
第
一
項
（
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
協
議 

㈥ 

第
十
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
宅
地

造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可 

㈦ 

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変

更
の
届
出
の
受
付 

㈧ 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
完
了
の
検
査

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の

交
付 

㈨ 

第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆

積
に
関
す
る
工
事
完
了
の
確
認
及
び
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付 

 



㈩ 

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合

格
証
の
交
付
（
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関

す
る
工
事
を
除
く
。

に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成

等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
の
受
付 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取

消
し 

 

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施

行
の
停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
の
命
令
及
び
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
の
禁
止

等
又
は
災
害
防
止
措
置
の
命
令 

 

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施

行
又
は
作
業
の
停
止
の
命
令 

 

第
二
十
条
第
五
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
災
害
防
止
措
置
の
執
行
（
第
二
十
条
第
五

項
後
段
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

除
く
。
） 

 

第
二
十
条
第
六
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
災
害
防
止
措
置
の
執
行
に
要
し
た
費
用
の

工
事
主
等
へ
の
負
担
の
措
置 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の

届
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
着
手

の
届
出
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地

又
は
農
地
等
へ
の
転
用
の
届
出
の
受
付 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
市

町
長
へ
の
通
知
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を

除
く
。
） 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
防

止
措
置
の
勧
告 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
改
善
命
令 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査 
 

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取 

 

第
三
十
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
特
定

盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許

可 
 

第
三
十
条
第
三
項
（
第
三
十
五
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
条
件
の
付
加 

 

第
三
十
条
第
四
項
（
第
三
十
五
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
関
係
市
町
長
へ
の
通
知
（
第
三
十
条
第
四

項
後
段
（
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を

除
く
。
） 
 

第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
三
十
五
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定



に
よ
る
許
可
証
の
交
付
又
は
不
許
可
の
通
知 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
（
第
三
十
五
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
協
議 

 
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
特

定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

計
画
の
変
更
の
許
可 

 

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な

変
更
の
届
出
の
受
付 

 

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛

土
等
に
関
す
る
工
事
完
了
の
検
査
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付 

 

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の

堆
積
に
関
す
る
工
事
完
了
の
確
認
及
び
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付 

 

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛

土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付

（
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
除
く
。
） 

 

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛

土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期

報
告
の
受
付
（
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積

に
関
す
る
工
事
を
除
く
。
） 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

取
消
し 

 

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の

施
行
の
停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
の
命
令
及
び

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
の
禁

止
等
又
は
災
害
防
止
措
置
の
命
令 

 

第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の

施
行
又
は
作
業
の
停
止
の
命
令 

 

第
三
十
九
条
第
五
項
（
第
四
十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
災
害
防
止
措
置
の
執
行
（
第
三
十
九
条

第
五
項
後
段
（
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
除
く
。
） 

 

第
三
十
九
条
第
六
項
（
第
四
十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
災
害
防
止
措
置
の
執
行
に
要
し
た
費
用

の
工
事
主
等
へ
の
負
担
の
措
置 

 

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
届

出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
着
手
の

届
出
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
又

は
農
地
等
へ
の
転
用
の
届
出
の
受
付 

 

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
市
町

長
へ
の
通
知
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
除

く
。
） 

 

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
防

止
措
置
の
勧
告 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に



よ
る
改
善
命
令 

 

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査 
 

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取 

六
十
一
の
三 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
規
則
第
二
十

三
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の 

㈠ 

第
五
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
工
事

着
手
の
届
出
の
受
付
（
前
号
㈠
又
は

に
規
定

す
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

㈡ 

第
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
受
付
（
前
号

又
は

に
規
定
す

る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

㈢ 

第
十
一
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

工
事
の
中
止
等
の
届
出
の
受
付
（
前
号
㈠
若
し

く
は

に
規
定
す
る
許
可
又
は
同
号

又
は

に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

六
十
二
―
八
十
二 

（
略
） 

八
十
三 

（
略
） 

㈠ 

（
略
） 

㈡ 

第
四
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る

が
け
付
近
の
建
築
物
の
建
築
認
定 

㈢
―
㈤ 

（
略
） 

八
十
四
―
百
九 

（
略
） 

六
十
二
―
八
十
二 

（
略
） 

八
十
三 

（
略
） 

㈠ 

（
略
） 

㈡ 
第
四
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る

が
け
付
近
の
建
築
物
の
建
築
認
定 

㈢
―
㈤ 
（
略
） 

八
十
四
―
百
九 
（
略
） 

百
十 

（
略
） 

第
一
号
㈣
及
び
㈤
、
第
二
号
㈥
、
㈨
及
び
㈩
、

第
四
号
㈠
、
㈧
か
ら

ま
で
、

、

、

、

 

か
ら

ま
で
及
び

（
道
路
法
第
四
十
条
第
二
項
、

第
四
十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
同 

条
第
四
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
七
号
㈨
か
ら

ま
で
及
び

、
第
十
四
号
㈡
、
㈢
、
㈩
及
び

、 

第
十
五
号
㈥
、
第
二
十
六
号
㈤
、

、

及
び

、

第
三
十
四
号
㈢
、
㈦
及
び
㈧
、
第
四
十
号
㈣
、

、

及
び

、
第
四
十
六
号
㈠
及
び
㈣
か
ら
㈥
ま
で
、

第
五
十
号
㈠
及
び
㈤
、
第
五
十
二
号
㈤
及
び
㈦
、 

第
五
十
五
号

、
第
五
十
六
号

、
第
五
十
八
号

㈥
、
第
六
十
号
㈤
か
ら
㈦
ま
で
及
び

、
第
六
十

一
号
の
二

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で

及
び

、
第
六
十
二
号
㈣
、
第
六
十
三
号
㈣
、
第 

八
十
号

及
び

、
第
八
十
五
号
㈠
、
㈧
及
び
㈨
、 

第
八
十
六
号
㈥
、
㈩
、

、

、

、

、

及

び

（
命
令
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
八
十

七
号
㈡
、
第
九
十
六
号
㈢
及
び
㈣
並
び
に
第
百
六

号
㈡
、
㈤
及
び
㈧ 

百
十
一 

（
略
） 

百
十 

（
略
） 

第
一
号
㈣
及
び
㈤
、
第
二
号
㈥
、
㈨
及
び
㈩
、

第
四
号
㈠
、
㈧
か
ら

ま
で
、

、

、

、

 

か
ら

ま
で
及
び

（
道
路
法
第
四
十
条
第
二
項
、

第
四
十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
同 

条
第
四
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
七
号
㈨
か
ら

ま
で
及
び

、
第
十
四
号
㈡
、
㈢
、
㈩
及
び

、 

第
十
五
号
㈥
、
第
二
十
六
号
㈤
、

、

及
び

、

第
三
十
四
号
㈢
、
㈦
及
び
㈧
、
第
四
十
号
㈣
、

、

及
び

、
第
四
十
六
号
㈠
及
び
㈣
か
ら
㈥
ま
で
、

第
五
十
号
㈠
及
び
㈤
、
第
五
十
二
号
㈤
及
び
㈦
、 

第
五
十
五
号

、
第
五
十
六
号

、
第
五
十
八
号

㈥
、
第
六
十
号

か
ら

ま
で
及
び

、
第
六
十 

二
号
㈣
、
第
六
十
三
号
㈣
、
第
八
十
号

及
び

、

第
八
十
五
号
㈠
、
㈧
及
び
㈨
、
第
八
十
六
号
㈥
、 

㈩
、

、

、

、

、

及
び

（
命
令
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
八
十
七
号
㈡
、
第
九
十

六
号
㈢
及
び
㈣
並
び
に
第
百
六
号
㈡
、
㈤
及
び
㈧ 

  

百
十
一 

（
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


